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仕様書 

１ 業務名 

  「幼保小の架け橋プログラム」の開発・実践に係る保護者向け啓発動画（ＤＶＤ）制作業務委

託 

 

２ 目的 

  「岐阜県幼児教育アクションプラン『ぎふっこ』すこやかプラン」（令和４年３月改訂）に基づ

き、岐阜県内全ての地区、園・小学校において「つなぐ・高める・支える」幼児教育を推進する

ため、「幼保小の架け橋プログラム」の開発・実践に係る保護者向け啓発動画を制作する。 

 

３ 契約期間 

  契約の日から令和７年１月３１日（金）まで 

 

４ 業務内容 

  「幼保小の架け橋プログラム」の開発・実践に係る保護者向け啓発動画（ＤＶＤ）（以下、「啓

発ＤＶＤ」という。）に関して、以下の点を踏まえて制作する。 

（１） 啓発ＤＶＤ制作の方針 

 ① 受託者は、委託者の提示する構成案及びシナリオ案をもとに、より効果的な啓発ＤＶＤとな

るよう企画、提案すること。また、委託者と協議の上、構成を決定し、シナリオを作成するこ

と。 

② 受託者は、契約期間内に受託者が撮影し、編集したＤＶＤの完成品を納入すること。 

 

（２） 啓発ＤＶＤの内容 

 ① 次の内容を基本コンテンツとした構成とし、映像の総時間は６０分程度とする。それぞれの

内容の時間は、委託者との打合せにより決定すること。 

  ア はじめに：「架け橋期」や架け橋期のキーワードに係る取組についての説明 

  イ 実践の具体：架け橋期のキーワードに係る取組について、動画や写真を通して紹介し、子

供の成長と教職員の意図を伝える。 

  （ⅰ） 遊び→「環境」を含む。２施設 

  （ⅱ） アプローチカリキュラム→「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を含む。２施設 

  （ⅲ） スタートカリキュラム→「生活科」を含む。２施設 

  （ⅳ） 子供同士の自発的な園・学校交流 ２施設 

  （ⅴ） 幼保小合同研修・会議→「接続期カリキュラム」を含む ２施設 

 ② 各コンテンツは、保育・教育風景等の動画及びスライドに、ナレーションやテロップによる

解説を入れたものとし、受託者が撮影した動画に加えて、委託者が提供する映像やスライドを

効果的に組み合わせて編集するものとする。 

 

（３） 委託業務の内容 

 ① 啓発ＤＶＤ制作の進行管理 



  ア 業務着手時、構成決定時、シナリオ決定時、動画撮影時、映像等編集時に打合せ、協議を

行うこと。必要に応じ追加の打合せを行うこと。 

  イ 打合せの都度、議事録を作成し、委託者の了解を得ること。 

 ② 映像の概要及び素材の作成等 

  ア （２）①に示した内容について、全て再生及びチャプターごとに再生が選択できるものと

する。 

  イ 啓発ＤＶＤの進行役として、ナビゲーター兼ナレーターによるナレーションを施す。ただ

し、ナレーションを業とする者を使用すること。ナレーションの原稿は、原則、委託者が作

成したものによる。 

  ウ 映像の解説に係る図やイラスト、耳の不自由な方に配慮したテロップや字幕等、映像に用

いる素材を作成し、適宜挿入することで、効果的な啓発ＤＶＤとなるようにする。 

  エ 幼児・児童や教職員等の声等が明瞭に聞こえるように撮影するとともに、編集を行う。 

  オ 音響効果については、オリジナル又はフリー音源を活用し、著作権法上問題の発生しない

ものとする。尚、音楽素材の使用に関して著作権の承諾の必要な場合は、受託者で手続きを

行い、当該使用に係る著作権料等については契約金額に含めるものとする。 

  カ 幼児・児童や園・小学校等の教職員等に関しての肖像権の承諾の手続きについては、委託

者で行う。受託者は肖像権等の承諾の有無について、校正の段階で委託者に確認を取ること。 

 ③ 撮影 

  ア 業務用デジタルハイビジョンカメラを使用すること。 

  イ 受託者が保有する既存の映像素材の利用は不可とする。今回の企画のもとでの新規撮影を

原則とし、保育・教育風景等の撮影とスタジオでの撮影とする。 

  ウ 保育・教育風景等の撮影は、原則、県内の幼児教育施設、小学校、義務教育学校を撮影場

所とし、幼児・児童の活動の妨げにならないよう配慮して行う。また、環境構成や、教職員

等の幼児・児童への指示、働きかけが分かるよう、アップとルーズを適切に行う。 

  エ 保育・教育風景等の撮影は、１０日程度とする。撮影日数及び撮影時間については、委託

者の指示に基づいて設定すること。 

  オ 撮影現場においては、委託者側の各種指示に従うこと。 

 ④ 監修 

  ア 監修のための打合せは、編集・校正の段階に設けること。 

  イ 編集・校正の段階において、適宜、監修に携わる者に映像を送付する等して、意見が適切

に反映されるようにすること。 

 ⑤ 編集作業、録音、啓発ＤＶＤの納品等、一連の業務全般 

 

（４） 啓発ＤＶＤの仕様 

 ① 映像 

  ア ファイルＤＶＤデッキ及びＰＣで再生できるものに加え、Ｗｉｎｄｏｗｓ、ｉＯＳ、Ａｎ

ｄｒｏｉｄで再生できるファイル形式のデータを作成する。 

  イ アスペクト比（画面サイズ）は１６：９とする。 

  ウ 映像の解像度は１９２０×１０８０のフルＨＤとし、全体６０分程度とする。 

  エ メインメニュー及びチャプター設定があること。 



 ② 完成版納品物 

  ア 納品するものは、以下のとおりとする。 

 （ⅰ） 保存用ＤＶＤ１枚 

 （ⅱ） 配布用ＤＶＤ１５０枚 

 （ⅲ） Ｗｉｎｄｏｗｓ、ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄで再生できる１チャプターを１２８ＭＢ以

下に圧縮したファイル形式のデータ 

 イ ＤＶＤのレーベルに文字印刷し、透明のハードケースに収納して納品すること。 

 

（５） 完成版の納品期限及び納品場所 

 ① 令和７年１月３１日（金） 

 ② 岐阜市薮田南２－１－１ 岐阜県教育委員会 義務教育課 

 

５ 業務スケジュール 

（１） 撮影期間 

   令和６年１１月２９日（金）までの間に終了すること。 

 

（２） 編集・校正 

   完成版の映像の編集・校正は３回を予定。 

 

（３） 映像の試写 

   令和６年１２月２５日（水）までに、委託者の立会いの下、完成映像の試写を行う。訂正指

示のあった箇所については、これに対応すること。 

 

６ 一般事項 

（１） 注意事項 

   受託者は本業務を行うに当たり、作業従事者及び第三者に与えた損害、既設物の損傷等は、

全て受託者が補償すること。 

 

（２） 瑕疵等 

   納品したＤＶＤに瑕疵が発見された場合は、速やかに委託者へ報告し、受託者の責任及び費

用負担で修正・調整を行うこと。 

 

７ 納品（完成）検査 

  受託者は、「委託業務完了届」を、納品後、速やかに提出すること。「委託業務完了届」の様式

は特に定めない。 

 

８ 支払方法 

（１） 本仕様書に記載の全ての業務に係る経費は、本契約に含めるものとする。 

（２） 検査終了後に提出する請求書受理の日から３０日以内に支払うものとする。 

 



９ 著作権の利用許諾等 

  別紙「著作権等取扱特記仕様書」のとおりとする。 

 

10 業務の適正な実施に関する事項 

（１） 業務の一括再委託の禁止 

受託者は、自身が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることができない。

ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる場合、委託者と協議の上、業務の一部を委

託することができる。 

 

（２） 個人情報の保護 

   受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、別紙「個人情報取扱特記事項」

を遵守しなければならない。 

 

（３） 情報セキュリティ対策 

   受託者は本業務を行うに当たって、別紙「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しな

ければならない。 

 

（４） 守秘義務 

   受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益の

ために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

（５） 知的財産権の取扱い 

   受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三

者が有する知的財産権については、当該権利の利用に当たり支障のないよう書面により確認し

なければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託

者の責任により対処することとする。 

 

11 不当介入における通報義務等 

 受託者は契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理

的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた時は、警

察に通報しなければならない。 

尚、通報がない場合は、入札参加資格を停止することがある。 

  受託者は、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了する

ことができない時は、委託者に履行期間の延長を請求することができる。 

 

12 その他 

  本仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、委託者と受託者が協議して定める

ものとする。 

 


